
  2025 年 11 月 19 日 

株式会社広島ホームテレビ 

 

 

お知らせ 

 

当社では､社内ルールに反する不適正な経費使用があったことから、役員報酬の一部返上を以

下のとおり行うこととしましたので､お知らせします。本事案は社長本人も関係しておりまし

た。なお、他の役員については不適正な経費使用は認められませんでした。 

関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

 

【役員報酬の一部自主返上】 

<対象者>               <報酬返上額及び期間> 

代表取締役社長  佐藤 以誠       月額報酬の 30％返上 3 カ月 

 

なお､以下の役員についても､記載の理由により報酬返上を行います。 

代表取締役会長  三吉 吉三    月額報酬の 10％返上 1 カ月（相互監視義務不行き届き） 

専務取締役    井手 雅春    月額報酬の 10％返上 1 カ月（管理監督責任） 

常務取締役    宮垣 信也    月額報酬の 10％返上 1 カ月（管理監督責任） 

 

 

当社は､今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止策等を実施するなどガバナンスを強化し、 

信頼回復に努めてまいります。 


